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会  議  録 

 

審議会等の会議を次のとおり開催しました。 

 

【審議会等の名称】 

令和７年度第２回綾瀬市スポーツ推進審議会 

 

【開催日時】 

令和８年３月２日（月）１０時００分から１１時００分まで 

 

【開催場所】 

綾瀬市役所窓口棟３階３０７会議室 

 

【議題】 

（１）第２期スポーツ推進計画（案）の諮問に対する答申（案）について 

（２）令和８年度市スポーツ事業計画（予定）について 

（３）令和８年度社会体育団体への補助金交付（予定）について 

 

【出席者】 ※会長◎、副会長○ 

（委員）◎新倉賢一、〇齊藤米夫、上山智也、瀬戸京子、野中幹子、岡本進、熊倉孝俊、

平井弥佳、万力梨奈 

（事務局）健康こども部長 スポーツ課長 他３名 

 

【傍聴者数】 

   ０名 

 

【問い合わせ先】 

（担当）綾瀬市健康こども部スポーツ課スポーツ推進担当 

（電話番号）０４６７－７０－５６５６ 

（メールアドレス）wm.705656@city.ayase.kanagawa.jp  

 

【内容】 

１ 開 会 

（事務局） 

定数について、９名中９名の委員が出席、審議会規則第４条第２項の規定に則り定足数

に達した旨を確認。 

 会議録について要点筆記とし、会長が確認して作成することを確認。 

様式２ 
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２ あいさつ 

（会 長） 

新倉会長よりあいさつ。 

 

３ 議 題 

（１）第２期スポーツ推進計画（案）の諮問に対する答申（案）について 

事務局より資料に基づき、１月８日（木）から２月１０日（火）まで行っていたパブリ

ックコメントの実施結果、審議会委員及び教育委員会からいただいた意見の内容について

説明を行った。 

その後、新倉会長より答申案について委員に意見を求めたが、委員からの意見はなく、

原案のとおり答申することで承認された。 

【質疑・意見等】  

 なし 

 

（２）令和８年度市スポーツ事業計画（予定）について 

事務局より資料に基づき、令和８年度の当初予算案及び実施事業について説明を行った。 

【質疑・意見等】  

 委員：市民スポーツセンターの体育館等のリニューアルは全面改修するのか。工事期間

中は施設が利用できないのか。 

 事務局：設計完了後に工事箇所及び期間が確定となるが、工事期間中施設は利用不可と

なる見込みである。 

 

（３）令和８年度社会体育団体への補助金交付（予定）について 

事務局より資料に基づき、令和８年度の社会体育団体への補助金交付予定内容について

説明を行った。 

【質疑・意見等】  

なし 

 

４ 閉 会 

その他意見はなく、議事はすべて終了。 

 以 上 


